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動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関の指定に係る決定について

（通知） 

 

 

 

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 39号。以下

「改正法」という。）附則第５条第４項の規定により、動物の愛護及び管理に関する法律（昭

和 48年法律第 105号。以下「法」という。）第 39条の 10第２項の規定に基づき令和３年５

月 14日付け申請があった件について、下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

 改正法附則第５条第４項の規定により適用する法第 39 条の 10 第１項の規定に基づき、

貴法人を指定登録機関に指定する。 


